
入 札 公 告 

 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

平成２３年１２月５日 

支出負担行為担当官  茨城労働局総務部長 田中 伸彦 

 

１．調達内容 

（１）品目分類番号 ２６ 

（２）調達件名 

平成２４年度茨城労働局管内（７施設）における電力供給契約 

（３）仕様 

入札規則及び仕様書等による。 

（４）供給期間 

平成２４年４月１日０時～平成２５年３月３１日２４時 

（５）供給場所 

    茨城労働総合庁舎  水戸市宮町１－８－３１ 

    水戸公共職業安定所  水戸市水府町１５７３－１ 

    水戸公共職業安定所笠間出張所  笠間市石井２０２６－１ 

    日立公共職業安定所  日立市若葉町２－６－２ 

    土浦公共職業安定所  土浦市真鍋１－１８－１９ 

    龍ヶ崎公共職業安定所  龍ヶ崎市若柴町１２２９－１ 

    鹿嶋労働総合庁舎  鹿嶋市宮中１９９５－１ 

（６）入札方法 

①入札金額は、各者において設定する契約電力及び使用電力量に対する単一の単価を

根拠とし、当局が提示する予定使用電力量の対価とする。 

②落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切

り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の１０５分の１００



に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 

（７）入札保証金及び契約保証金 

    免除 

 

２．競争参加資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第７０条及び７１条に規定される次の事項に該当する者は、競争に

参加する資格を有さない。 

  ①当該契約を締結する能力を有しない者（未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、

契約締結のために必要な同意を得ている者を除く）及び破産者で復権を得ない者。 

  ②以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後２年を経過していない者。 

   （ア）契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しく

は数量に関して不正の行為をした者。 

   （イ）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた

めに連合した者。 

   （ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 

   （エ）監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者。 

   （オ）正当な理由がなく契約を履行しなかった者。 

   （カ）前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行

にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 

（２）次のいずれかに該当する者であること。 

①平成２２・２３・２４年度関東・甲信越ブロックにおける「物品の販売」に係る一般競 

争に参加する者に必要な資格（等級Ａ～Ｃ）の認定を受けていること。 

②中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第２条第９項に規定する特定補助金等

（中小企業技術革新制度（日本版ＳＢＩＲ）。廃止前の新事業創出促進法第２条第７項

に規定する特定補助金等を含む。）の交付を受けた中小企業者等であって、本入札公告

に係る物品の製造に関する技術力を証明できる者であること。 

（３）一般競争に参加する者に必要な資格の審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した 

   者でないと認められる者であること。 

（４）予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有す 

る者であること。 

（５）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 



（６）労働保険に加入し、かつ、保険料の未納がないこと。 

（７）社会保険に加入し、かつ、保険料の未納がないこと。 

（８）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条第１項により経済産業大臣の許可を受

けている一般電気事業者又は同法第１６条の２第１項により経済産業大臣に届出を行い

受理されている特定規模電気事業者であること。 

（９）特定規模電気事業者にあっては、電気の供給実績があること。 

（10）「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」に基づ

き、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数（二酸化炭素排出係数）等について支出負

担行為担当官が示す基準以上であること（詳細については仕様書参照）。 

 

３．入札事務に関する事項 

（１）電子入札システムの利用 

   本案件は電子入札システム（http://www.ebid.mhlw.go.jp/）にて行う。 

   なお、電子入札システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た

場合に限り、紙入札によることができる。 

（２）仕様書の交付 

   入札仕様書の交付は平成２３年１２月１２日（月）から平成２４年１月１３日（金）１

７時００分までの間に茨城労働局総務部総務課にて手交する。 

   ※入札に関する現場説明会等は実施しない。 

（３）契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

〒３１０－８５１１  

茨城県水戸市宮町１－８－３１ 

茨城労働局総務部総務課会計第二係 

  電 話 ０２９－２２４－６２１１ 

  ＦＡＸ ０２９－２２４－６２４５ 

（４）入札書受付期限及び開札日時（電子入札の場合） 

   入札書受付 平成２４年１月２６日（木）１７時００分まで 

   開   札 平成２４年１月２７日（金）１５時１０分 

（５）入札の日時及び場所（紙入札の場合） 

平成２４年１月２７日（金）１５時００分（開札は１５時１０分） 

茨城県水戸市宮町１－８－３１ 茨城労働総合庁舎２階会議室 



 

４．その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）入札者に要求される事項 

この一般競争参加にあたり、 

２．（２）の①に該当する者は、 

ア．全省庁統一資格審査結果通知書（写） 

イ．直近２年間の労働保険料・社会保険料の納付を証明できる書類（領収書の写し・

年金事務所長による証明等） 

ウ．前記２.(８)の事実が確認できる書類 

エ．法令遵守に関する申出書（様式は本入札公告最終頁に添付） 

 

２．（２）の②に該当する者は、 

ア．ＳＢＩＲ特定補助金等の交付決定通知書、委託契約書、申請書、成果報告書等の

写しでＳＢＩＲの採択事業者であったこと及びその研究開発内容が当該入札物

件の分野に係るものであることが確認できる書類 

イ．研究開発の成果報告、申請する製品のカタログ等仕様を明記した資料、特許証の

写し、公的試験機関に依頼した性能試験等のデータ、自己の性能試験等のデータ

等、当該入札物件と同等以上の仕様の物件を製造する技術力があることを証する

書類（納入実績の有無は不問） 

ウ．直近２年間の労働保険料・社会保険料の納付を証明できる書類（領収書の写し・

年金事務所長による証明等） 

エ．前記２.(８)の事実が確認できる書類 

オ．法令遵守に関する申出書（様式は本入札公告最終頁に添付） 

 

を平成２３年１２月１２日（月）から平成２４年１月１３日（金）１７：００までの間

に提出（電子入札での参加の場合はシステムへ入力）し、入札仕様書の交付を受けなけ

ればならない。また、入札者は支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。 

（３）入札の無効 



   本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履 

行しなかった者の提出した入札書その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無 

効とする。また、指定された日時に来られなかった場合においても同様に無効とする。 

（４）契約書作成の要否 

   要 

（５）落札者の決定方法 

本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予

算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者

の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそ

れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱

すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限

の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者

とすることがある。 

（６）手続きにおける交渉の有無 

   無 

（７）その他 

本公告に記載がないことは入札規則等による。 

 

５．Summary 

（１）Official in charge of disbursement of the Procuring entity：Nobuhiko Tanaka，Director 

of the General Coordination Department，Ibaraki Labour Bureau． 

（２）Classification of the services to be procured：26 

（３）Nature and quantity of the products to be purchased：“Contract of Electricity 

to be used in the seven sections of Ibaraki Labour Bureau” 

（４）Delivery period：From 1 April 2012 through 31 March 2013 

（５）Delivery place：The place specified by the Director of the General Coordination 

Department 

（６）Qualification for Participating in the tendering procedures：Suppliers eligible 

for participating in the proposed tender are those who shall；①not come under 

Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget，Auditing and Accounting；



Furthermore，minors，Person under Conservatorship or Person under Assistance that 

obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under 

cases of special reasons within the said clause；②not come under Article 71 of 

the Cabinet Order concerning  the Budget，Auditing and Accounting；③have Grade

“Ａ，Ｂor Ｃ in the Selling”in terms of the qualification  for  participating 

in tenders by Organizations in the Kantou・Kousin-etsu area related to the Ministry 

of Health，Labour and Welfare（Single qualification for every ministry and agency）

in the fiscal years，2010，2011 and 2012；④Meet the qualification requirements 

which the Obligating Officer may specify in accordance with Article 73 of the 

Cabinet Order． 

（７）Date of Tender：15:10PM，27 January，2012． 

（８）Other：For details concerning this tender，refer to the Tender explanation． 

（９）Contact point for the notice：Second Accounting section of the General Coordination 

Department，Ibaraki Labour Bureau，Ibaraki Labour Synthesis Government Building 

4F．1-8-31 Miyamachi Mito-city Ibaraki 310-8511 Japan．TEL 029-224-6211 



平成  年  月  日 
 
 
支出負担行為担当官 
茨城労働局総務部長 殿 

 
 

住    所 
商号又は名称 
代表者氏名 

 
 
 

法令遵守に関する申出書 
 
 
 
平成２４年度茨城労働局管内（７施設）における電力供給契約に係る一般競争入

札参加にあたり、労働基準関係法令及び職業安定関係法令の規定に違反する事実が

ないこと、また、今後も違反しないことを申し出ます。 
なお、労働基準関係法令及び職業安定関係法令の規定に違反した場合又は違反し

た事実が判明した場合、速やかに通知することを申し出ます。 
 

 

 


